
日本成長戦略本部の設置について 

令和７年 11 月４日 

閣 議 決 定 

１．リスクや社会課題に対し、先手を打った官民連携の戦略的投資を促進し、世

界共通の課題解決に資する製品、サービス及びインフラを提供することにより、

更なる我が国経済の成長を実現するため、内閣に、日本成長戦略本部（以下「本

部」という。）を設置する。 

２．本部の構成は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認める

ときは、関係者の出席を求めることができる。 

本部長 内閣総理大臣 

副本部長 内閣官房長官 

日本成長戦略担当大臣 

本部員 他の全ての国務大臣 

３．本部の庶務は、内閣府等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理

する。 

４．前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、

本部長が定める。 

附 則 

１．この規程は、閣議決定の日から実施する。 

２．新しい資本主義実現本部の設置について（令和３年 10月 15日閣議決定）は、

廃止する。ただし、廃止前の新しい資本主義実現本部が検討した事項等につい

ては、本部に引き継がれるものとする。 

資料１ 



 

日本成長戦略会議の開催について 

令和７年 11 月４日 

日本成長戦略本部決定案 

１．日本成長戦略本部の下、リスクや社会課題に対し、先手を打った官民連携の

戦略的投資を促進し、世界共通の課題解決に資する製品、サービス及びインフ

ラを提供することにより、更なる我が国経済の成長を実現するため、その具体

化に向けて、日本成長戦略会議（以下「会議」という。）を開催する。 

２．会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めると

きは、次に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、構成員として、

臨時に会議に参加させ、又は関係者の出席を求めることができる。 

議長 内閣総理大臣 

副議長 内閣官房長官 

日本成長戦略担当大臣 

構成員 内閣府特命担当大臣（経済安全保障）、財務大臣、厚生労働大臣、

経済産業大臣、防衛大臣その他内閣総理大臣が指名する国務大臣

及び内閣総理大臣が指名する有識者 

３．会議の庶務は、内閣府等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理

する。 

４．前三項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

議長が定める。 

附 則 

１．この規程は、令和７年 11月４日から実施する。 

２．新しい資本主義実現会議の開催について（令和３年 10月 15日新しい資本主

義実現本部決定）は廃止する。ただし、廃止前の新しい資本主義実現会議が検

討した事項等については、会議に引き継がれるものとする。 

資料３ 



成長戦略の検討課題（案） 

１．「危機管理投資」・ 「成長投資」による強い経済の実現 

 「危機管理投資」・ 「成長投資」の戦略分野における、大胆な投資促進、国際展

開支援、人材育成、産学連携、国際標準化といった多角的な観点からの総合支

援。

 AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙など、戦略分野毎の取りまとめ

担当大臣が、業所管大臣や需要側大臣等と協力して、官民投資の促進策を策

定。日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。

２．分野横断的課題への対応 

 新技術立国・勝ち筋となる産業分野の国際競争力強化に資する戦略的支援。

 未来成長分野に挑戦する人材育成のための大学改革、高専等の職業教育充実。

 世界に伍するスタートアップエコシステムを作り上げ、持続可能な経済成長と

社会課題解決を両立。

 金融を通じ、日本経済と地方経済の潜在力を解き放つための戦略の策定。

 生産性の高い分野への円滑な労働移動や働き方改革を含めた労働市場改革。

 介護、育児等によりキャリアをあきらめなくてもよい環境の整備。

 物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備（中小企業等の生産性向上・事業

承継・Ｍ＆Ａ等）。

 サイバー対処能力強化（技術開発・人材育成加速）。

 上記の課題毎の取りまとめ担当大臣が、関係大臣と協力して、解決策を策定。

日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。

資料４ 



主な項目の担当大臣 

 

１．「危機管理投資」、「成長投資」の戦略分野 

ＡＩ・半導体 内閣府特命担当大臣（人工知能戦略）/ 
経済産業大臣 

造船   国土交通大臣／ 
内閣府特命担当大臣（経済安全保障） 

量子  内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

合成生物学・バイオ  経済産業大臣 

航空・宇宙  内閣府特命担当大臣（経済安全保障） 

デジタル・サイバーセキュリティ 経済産業大臣 

コンテンツ 内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略） 

フードテック 農林水産大臣 

資源・エネルギー安全保障・ＧＸ 経済産業大臣 

防災・国土強靱化  国土強靱化担当大臣 

創薬・先端医療  内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

フュージョンエネルギー  内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

マテリアル（重要鉱物・部素材） 経済産業大臣 

港湾ロジスティクス  国土交通大臣 

防衛産業 経済産業大臣／防衛大臣 

情報通信  総務大臣 

海洋 内閣府特命担当大臣（海洋政策） 

 

 

２．分野横断的課題 

新技術立国・競争力強化 経済産業大臣 

人材育成  文部科学大臣 

スタートアップ  スタートアップ担当大臣 

金融を通じた潜在力の解放 内閣府特命担当大臣（金融） 

労働市場改革 厚生労働大臣 

介護、育児等の外部化など負担軽減 日本成長戦略担当大臣 

賃上げ環境整備（※） 
※中小等の生産性向上・事業承継・Ｍ＆Ａ等 

賃上げ環境整備担当大臣 

サイバーセキュリティ サイバー安全保障担当大臣 

   



（引用）首相官邸 HP 「日本成長戦略本部」 

https://www.kantei.go.jp/jp/104/actions/202511/04seichyou.html 

 

令和７年１１月４日、高市総理は、総理大臣官邸で第１回日本成長戦略本部を開催しま

した。 

会合では、本部の運営、日本成長戦略会議の開催及び成長戦略の検討課題について議論

が行われました。 

総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。 

「お疲れ様でございます。この内閣は、今の暮らしや未来への不安を希望に変えるために

も、『強い経済』を作ってまいります。『責任ある積極財政』の考え方の下、戦略的に財政

出動を行います。日本経済の供給構造を強化し、所得を増やし、消費マインドを改善し、

事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指してまいります。この

好循環を実現することによりまして、国民の皆様に景気回復の果実を実感していただき、

『不安』を『希望』に変えていきたいと考えております。 

 この日本成長戦略本部で、日本の供給構造を抜本的に強化して、『強い経済』を実現する

ための成長戦略を強力に推進していきます。 

 成長戦略の肝は、『危機管理投資』です。リスクや社会課題に対して、先手を打って供給

力を抜本的に強化するために、官民連携の戦略的投資を促進します。世界共通の課題解決

に資する製品、サービス及びインフラを提供することにより、更なる我が国経済の成長を

目指します。 

 本日、この本部におきまして、各戦略分野の担当大臣を指名しました。関係大臣、大変

だとは思いますが、これに協力して取り組むようお願いをいたします。 

各戦略分野の供給力強化策として、複数年度にわたる予算措置のコミットメントなど、

投資の予見可能性向上につながる措置を検討してください。研究開発、事業化、事業拡大、

販路開拓、海外展開といった事業フェーズを念頭に、防衛調達など官公庁による調達や規

制改革など新たな需要の創出や拡大策を取り入れてください。 

 これらの措置を通じて実現される、投資内容やその時期、目標額などを含めた『官民投

資ロードマップ』を策定してください。その中で、成長率など国富拡大に与えるインパク

トについても定量的な見込みを示してください。技術、人材育成、スタートアップ、金融

など、分野横断的な課題についても、担当大臣を指名しました。各担当大臣は、それぞれ

解決のための戦略を策定してください。 

 来年の夏、これらを取りまとめた成長戦略を策定いたします。城内日本成長戦略担当大

臣の下、内閣一丸となって、精力的に検討を進めてください。 

 城内大臣は、本日、設置を決定した『日本成長戦略会議』を早急に開催し、そこで、経

済対策に盛り込むべき重点事項を取りまとめてください。これは急ぎです。以上です。」 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/104/actions/202511/04seichyou.html
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